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【設置根拠等】
○大学共同利用機関法人については、国立大学法人法に名称及び対象分野等を規定。
○大学共同利用機関については、国立大学法人法施行規則に名称及び目的を規定。

【運営組織】
（役員会）

○国立大学法人法に定められた重要事項その他役員会で定める重要事項を審議
（経営協議会）

○国立大学法人法に定められた法人の経営に関する重要事項を審議（委員は、機構外
有識者が過半数でなければならないことを法律上規定）

（教育研究評議会）
○国立大学法人法に定められた大学共同利用機関の教育研究に関する重要事項を
審議（評議員には、外部研究者を必ず含めることを法律上規定）

（運営会議）
○法人の運営会議規程等に定められた大学共同利用機関の運営に関する重要事項に
ついて、長の諮問に応じる。（委員の半数程度を外部研究者から任命）

【機関における意思決定プロセス】
○大学共同利用機関で決定した事項を、機構の経営協議会、教育研究評議会及び役員
会の審議を経て機構長が決定（大学共同利用機関の決定事項について、外部研究者
が含まれる運営会議の意見が含まれるため、研究者コミュニティの意見を運営に反映）

【人事選考】
○大学共同利用機関の長及び教員の人事については、運営会議の議を経て機構長が
任命。

【国による財政措置】
○国立大学法人法第35条により準用する独立行政法人通則法第46条に基づき、国立
大学法人運営費交付金等を措置。

【運営組織図】

大学共同利用機関の構成について
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